
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シンガポールの従業員福祉のマニュアル 

 

 内容 

強制加入の福祉 

強制加入の中央積立基金（CPF）は、雇用主及び従業員の両方から拠出

金が提出される社会保障制度です。これはスリーインワンシステムであり、

シンガポール人の住宅、医療、退職のため貯金することに役立ちます。

CPF 加入者は 65 歳の時に退職金受取口座に最低 6 万シンガポールドル

を持っており、CPF ライフが享受できます。また、国は居住者に医療サービ

スを提供しています。 

代表的な個人向け計画 

雇用主は CPF 又は承認された貯金計画に追加の任意拠出を行うことがで

きます。雇用主及び従業員はまた、補足退職制度（SRS）に追加の任意拠

出を行うことができます。シンガポール国民及び永住者にとって、年間最大

15,300シンガポールドルを SRSに拠出できます。通常、雇用主は賃料 2～

3 倍の死亡保険金、個人傷害給付、障害給付、個人向け医療保険を提供

します。従業員はレベルにより、享受できる厚生福祉も異なります。 

代表的な支出 

CPF の拠出金は年齢にかかわり、上限額が月額 6,000 シンガポールドル

です。従業員が 55歳前に、雇用主は月間収入の 17％を拠出し、従業員は

20％を拠出します。55 歳以降、その比率が徐々に 13％と 9％に減少しま

す。65歳以降、その比率は 7.5％まで引き下げます。 

税収の影響 

CPF 及び SRS への強制的な処出金は税控除の対象であり、キャピタルゲ

インは主に非課税です。CPF への任意拠出は税控除の対象ではありませ

ん。CPF の収益は非課税です。SRS から引き出した額の 50％のみが退職

時に課税されます。 

労働法について 会社年金制度に関する規定がありません。 

 

 

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。   

メール： info@kaizencpa.com   

固定電話： +852 2341 1444   

携帯電話： +852 5616 4140 、 +86 152 1943 4614  

ライン・ WhatsApp ・ Wechat ： +852 5616 4140  

Skype: kaizencpa  

公式ウェブサイト： www.kaizencpa.com 
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